
平成３０年度工事随意契約調べ（２月分）

契 約 年月 工 事 名

設 計 工期 工 事 担 当 課 工事番号 設 計 金 額 請 負 代 金 額 契 約 の 種 類

H31.2.6 雑賀崎漁港駐車場用地等災害復旧工事 H31.2.7

140 農林水産課 18000239 23,468,400 23,328,000 随意契約 H31.3.31

H31.2.13 下水路整備工事　楠見地区善明寺 H31.2.14

90 河川港湾課 18000269 3,956,256 3,633,768 随意契約 H31.3.31

受 注 者 工 事 場 所
工 期 備 考

三笠建設（株） 和歌山市善明寺地内

～

加建工業（株） 和歌山市雑賀崎地内

～

平成30年9月の台風21号による暴風波浪、高潮により雑賀崎漁
港が被災し、道路や付帯施設等が大破した。これらの復旧につ
いては、観光客が増加するゴールデンウィークまでに完了する
必要があり、一般競争入札に付すると着手が大幅に遅れるた
め、雑賀崎漁港駐車場用地舗装工事を施工中で、現場条件を
把握している加建工業（株）が適任であるとし、地方自治法施行
令第167条の2第2第1項第5号を適用した。

本工事は、善明寺地内の老朽化したマンホール蓋を取り換える
ものであるが、既発注工事（工事名　舗装修繕工事　楠見地区
善明寺、工事担当課　道路管理課）と施工箇所が重複してお
り、また、工種も重複する部分があることを確認した。よって、既
発注工事と同一施工者と契約を締結した方が工期の短縮及び
経費の節減が図られ、また安全かつ円滑な施工を確保できると
いう点からも同一業者による施工が望ましいと判断した。
上記理由により、本件については競争入札に付することが不利
であるため、既発注工事の受注者である三笠建設（株）が適任
であるとし、地方自治法施行令第167条の2第2第1項第6号を適
用した。
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